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１．件名 

  CNS 冷却水ポンプ修理点検 

 

２．目的及び概要 

    JRR-3冷中性子源装置では、系統内の冷却に使用する工業用水を循環するため CNSポンプ（No.1

及び No.2）が設置されている。CNSポンプ（No.2）についてポンプを設置している基礎の一部及

びポンプ架台が腐食しているため、基礎を打ち直し新しい架台に更新する。また、No.1、No.2 冷

却水ポンプの健全性を維持するために分解点検を行うものである。 

 

３．作業実施場所 

日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所 

ＪＲＲ－３ CNS 冷却塔 

 

４．作業期間 

契約締結日 ～ 令和６年１１月１５日 

詳細は契約締結後に原子力機構と協議のうえ決定する。 

 

５．納期 

令和６年１１月１５日 

 

６．作業内容 

  本仕様書における作業範囲は、以下のとおりである。 

  なお、作業にあたっては、事前に作成した点検作業要領書に基づき実施すること。 

6.1 点検対象機器 

冷却水ポンプ 

 a)対象機器名 

①No.2冷却水ポンプ基礎 

②No.2冷却水ポンプ架台 

③No.1冷却水ポンプ 

④No.2冷却水ポンプ 

  b)仕様 

   冷却水ポンプ 

  型式：150×100IFWM 

  容量：70m3/h 

   全揚程：33m 

c)点検項目 

分解、外観検査、作動検査、漏えい検査、No.2ポンプ架台及び基礎更新 

   d)点検内容 

①No2.冷却水ポンプ基礎周りに足場材の組立を行う。 

②No.2冷却水配管のラッキング保温材を取り外す。 

③No.2却水ポンプ及び配管を取り外す。 

④No.2冷却水ポンプ設置基礎補修工事を行う。 

⑤冷却水ポンプドレン詰り除去清掃を行う。 

⑥No.1、No.2冷却水ポンプ分解点検を行い、消耗品の交換を行う。（消耗品は別添図参照） 
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⑦冷却水ポンプ及び配管を復旧する。 

⑧ラッキング保温材を復旧する。 

⑨足場材を撤去する。 

⑩冷却水ポンプ芯だし終了後、外観検査、作動検査、漏えい検査を行い、冷却水ポンプが正常

に作動することを確認する。 

e)交換部品 

 ①No.2冷却水ポンプの基礎部 

  架台：1式（当機構から支給する。） 

 ②冷却水ポンプ 

  ライナーリング、ガスケット等：2式 

   f)作業場所 

    JRR-3 CNS冷却塔 

    

７．試験・検査 

    本点検後の試験・検査は、事前に作成した試験・検査要領書に基づいて、当機構の立会いのも

とに行うものとする。 

   試験検査で使用する機器については、校正証明書及びトレサビリティ体制表を添付すること。  

    (1)冷却水ポンプ、No.2冷却水ポンプ基礎部（架台含む） 

    a)試験検査項目 

     外観検査、作動検査、漏えい検査 

    b)判定基準 

     ①外観検査：冷却水ポンプ及び No.2冷却水ポンプ基礎部（架台含む）に有害な傷及び変形

等がないこと。 

     ②作動検査：冷却水ポンプ及び電動機が円滑に作動すること。 

     ③漏えい検査：冷却水ポンプのグランド部から異常な漏えいがないこと。 

     ※試運転データの取得作業は当機構が実施する。 

 

7.1 その他 

（1)点検における装置の運転、機器の操作、給排水、系統の真空排気及び電源の停止に伴う操作

等は当機構が実施する。 

（2)取り合い部のパッキン（支給品以外）、工具、必要な機器は受注者で準備すること。また、当

機構所有の備品等を使用したときは補充すること。 

（3)本仕様外の修理箇所が発生した場合は、当機構と協議のうえ実施すること。 

（4)本仕様について疑義が生じた場合は、当機構と協議のうえ問題を解決すること。 

（5)当機構の主要工程に基づき工程を検討すること。 

 

８．支給品及び貸与品 

以下に示す、支給品及び貸与品は無償とする。 

(1) 支給品 

    ①点検用電力及び水 

②架台 

(2) 貸与品 

 ①ＣＮＳ装置完成図書一式 

   ②点検に伴う書類等整理場所 
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９．提出書類 

図書類及びその他必要な書類はその都度遅滞なく提出すること。 

   (1) 総 括 責 任 者 届 ： 契約後速やかに …………………… １部 

   (2) 作業実施体制表 ： 契約後速やかに …………………… １部 

   (3) 全 体 工 程 表 ： 契約後速やかに …………………… ３部 ……… 要確認 

   (4) 週 間 工 程 表 ： 作業開始の前週までに …………… １部 

  (5) 点検作業要領書 ： 作業開始前までに ………………… ３部 ……… 要確認 

  (6) 試験・検査要領書 ： 試験・検査開始前までに ………… ３部 ……… 要確認 

   (7) 点検実施報告書 ： 作業完了後納期までに …………… ３部  ……… 要確認 

   (8) 作 業 員 名 簿 ： 作業開始２週間前までに ………… １部 

    (9) 委任又は下請負届 ： 作業開始２週間前までに ………… １部 

    （機構指定様式） 

   (10)作 業 日 報 ： 当日分を翌日作業開始前までに … １部 

    (11)打 合 議 事 録 ： 打合せの都度 ……………………… １部 

  （提出場所） 

原子力科学研究所 研究炉加速器技術部 利用施設管理課 

（確認方法） 

「確認」は次の方法で行う。 

原子力機構は、確認のために提出された図書を受領したときは、期限日を記載した受領印を

押印して返却する。また、当該期限までに審査を完了し、確認しない場合には修正を提示し、

修正等を提示しないときは、確認したものとする。 

   委任又は下請負届(機構指定様式)については２週間以内に機構から受注者変更請求をしない

場合は、自動的に確認したものと見做す。 

 

１０．検収条件 

  本仕様書の「７．作動試験」に合格、「９．提出書類」の確認並びに、原子力機構が仕様書の定め

る業務が実施されたと認めた時を以て、業務完了とする。 

 

１１．適用法規等 

  本作業は、原子炉等規制法、労働基準法などの関係法令及び当機構の諸規定等に基づき実施する

こと。 

  (1) 原子炉等規制法 

  (2) 労働基準法 

  (3) 労働安全衛生法 

  (4) 日本産業規格(JIS) 

  (5) 電気事業法 

  (6) 日本原子力研究開発機構諸規定等 

    ①原子力科学研究所原子炉施設及び核燃料物質使用施設等保安規定 

    ②原子力科学研究所放射線障害予防規定 

    ③原子力科学研究所事故対策規則 

    ④原子力科学研究所放射線安全取扱手引 

    ⑤JRR-3利用施設運転手引 

    ⑥原子力科学研究所工事・作業の安全管理基準 

    ⑦原子力科学研究所作業責任者認定制度の運用要領 

    ⑧原子力科学研究所電気工作物保安規程 
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１２．特記事項 

(1) 受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼 

性を社会的に求められていることを認識し、原子力機構の規定等を遵守し安全性に配慮し業務

を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 

  (2) 受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。また、

契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検

討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。 

  (3) 本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、 

当機構と協議の上、その決定に従うものとする。 

  (4) 詳細については、当機構と綿密な打合せを行い、決定すること。 

  (5) 打合せは、議事録を作成し提出すること。 

 

１３．総括責任者及び作業責任者 

  受注者は本契約業務を履行するにあたり、受注者を代表して直接指揮命令する者（以下「総括責 

任者」という。）及びその代理者（総括責任者を補佐し、作業員を指揮・監督するとともに、現場の

安全管理を行う者）を選任し、次の任務に当たらせる。また、原子力科学研究所作業責任者認定制

度の運用要領に基づく作業責任者の認定を有している者を 1名以上配置すること。作業責任者認定

制度に係る認定者がいない場合、機構に受講申請を行い、業務開始前までに作業責任者認定制度の

運用要領に基づく認定を受けること。 

なお、総括責任者、代理者及び作業責任者は原則として、作業者を兼務しないこと。 

  (1) 受注者の従事者の労務管理及び作業上の指揮命令 

  (2) 本契約業務履行に関する原子力機構との連絡及び調整 

  (3) 受注者の従事者の規律秩序保持並びにその他業務の処理に関する事項 

 

１４．検査員及び監督員 

   検査員 

   （1）一般検査 管財担当課長 

   監督員 

   （2）研究炉加速器技術部 利用施設管理課員 

 

１５．機密事項 

  受注者は、業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、

成果その他のすべての資料及び情報を当機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特

定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することは出来ない。ただし、あらかじめ書面によ

り当機構の承認を受けた場合はこの限りではない。 

 

１６．安全管理 

(1) 一般事項 

   ①作業期間中は、総括責任者のもとに作業の円滑な進行を図るとともに、当機構との連絡を密

にすること。 

   ②作業期間中は、災害の発生防止に努め、事故及び怪我のないよう常に安全確保に努めること。 

   ③点検・作業場においては、必要に応じて他の機器及び床、ケ－ブル等にシ－ト類を敷くなど

養生して行うこと。 

④足場使用の場合は、事前にその足場構成について、当機構の確認を受けること。 
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   ⑤火気使用の場合は所定の手続きのもとに、消火器を準備すること。常設品は移動しないこと。 

   ⑥災害、火災等の事態が発生した場合には、直ちに当機構へ報告すること。 

  (2) 安全予防措置の周知徹底 

   ①作業に先立ち技術員、作業員に対して、安全作業の心得及び遵守すべき事項など必要な教育

を実施し安全意識の向上を図ること。 

   ②作業員は、当機構が行う作業実施前教育訓練（管理区域内作業について等）を受けること。 

   ③各作業場所では、常に整理・整頓に留意し毎日の後始末作業の徹底を期すこと。なお、廃棄

物は指定の場所に整理すること。 

   ④工具類、電気品、機械等は、受注者にて責任ある点検整備を事前に行ない、事故防止に努め

ること。 

(3)一般責任事項 

   ①点検は、当機構立会いのもとに随時行うものとする。 

   ②他との取合い上で支障が生じた場合には、当機構と協議のうえ実施するものとする。 

   ③点検時に、異物及び付着物、その他特異な状況を発見した場合には、その現状を維持し当機 

構に報告すること。その後に原因調査を行なうとともに、正常な状態にもどすこと。 

   ④作業開始にあたっては、当機構に連絡のうえ実施すること。 

   ⑤各部の計測箇所は、正確に計測すること。また、計測点検に使用する機器については、校正

している機器を使用すること。 

   ⑥受電盤の電源開閉については、表示タグによりその状況が確認できるようにし、安全に留意

すること。 

   ⑦電気・計装機器その他の隣接する結線、配管等の取り外しを行う時は、再組立て時の接続に

誤りのないように適切な措置をとり復旧すること。 

   ⑧組立、調整については、設計値の記録等で確認すること。 

 

１７．グリーン購入法の推進 

  (1) 本契約において、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達推進等に関する法律）に適

用する環境物品（事務用品、ＯＡ機器等）が発生する場合は、これを採用するものとする。 

  (2) 本仕様書に定める提出図書（納入印刷物）については、グリーン購入法の基本方針に定める 

「紙類」の基準を満たしたものであること。 



別添図 

 


